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１．序論 

１-１ 本計画の目的 

（１）地域公共交通計画とは 

地域公共交通計画とは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19（2007）年法律

第 59 号）に基づく計画であり、令和 2（2020）年 6月の同法改正により、その作成が努力義務化

された法定計画です。同法改正前の法定計画は、「地域公共交通網形成計画」という名称であり、

本市においても「横手市地域公共交通網形成計画」を平成 31（2019）年 4 月に策定しています。 

地域の移動手段を確保するために、市民などの移動ニーズにきめ細かく対応できる立場にある

地方公共団体が中心となって、交通事業者や市民、各関係団体など多様な主体と協議しながら、

「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにするマスタープランです。 

 

（２）本計画の目的 

本市の地域公共交通は、鉄道の JR奥羽本線と JR北上線が乗り入れる横手駅前に位置する横手

バスターミナルを起点として放射状にバス路線が走っており、これらの路線バス網の間を面的に

埋めるべく、横手デマンド交通など複数の公共交通を組み合わせて展開しています。 

平成 31（2019）年 4月に「横手市地域公共交通網形成計画」（以下「前計画」という。）を策定

し、地域の実情に即した交通体系の在り方を模索してきましたが、前計画期間中に発生した新型

コロナウイルス感染症の拡大もあり、従前からの公共交通利用者の減少傾向には歯止めがかかっ

ていない状況です。前述の通り、令和 2（2020）年に「地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律」が改正され、地方公共団体による「地域公共交通計画」の策定が努力義務化されるなど、

社会情勢も変化しており、地域公共交通の在り方の再検討が求められています。 

また、令和 4（2022）年 3 月には秋田県地域公共交通活性化協議会が「秋田県地域公共交通計

画」を策定し、秋田県全体の地域公共交通の方向性を示しています。 

本計画は、令和 5（2023）年度をもって計画期間終了となる前計画の評価を行うとともに、将

来にわたって持続可能な地域公共交通体系の構築に向けた市全体の方向性を示すものです。 
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１-２ 計画の位置づけ 

本計画は、本市の最上位計画である「第 2次横手市総合計画」や「横手市都市計画マスタープ

ラン・立地適正化計画」などのまちづくりや都市構造に関する計画、さらには「秋田県地域公共

交通計画」との整合を図りつつ、本市が目指すまちの将来像である「みんなの力で 未来を拓（ひ

ら）く 人と地域が燦（かがや）くまち よこて」の基盤となる、地域公共交通に関する基本計画

として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みんなの力で 未来を拓
ひら

く 人と地域が燦
かがや

くまち よこて 

 横手市 

地域公共交通計画 

上位計画（本市が目指す将来像） 

第２次横手市総合計画 

関連する主な計画 

横手市都市計画マスタープラン・立地適正化計画 

前計画 

横手市地域公共交通網形成計画 

国の関連法など 

交通政策基本法 

地域公共交通の活性化 

及び再生に関する法律 

都市・地域総合交通戦略

道路運送法 

連
携
・整
合 

第 2期横手市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

横手市人口ビジョン 

 

横手市過疎地域持続的発展計画 

第 3次横手市定住自立圏共生ビジョン 

都市計画 

地域づくり 

第 3次横手市観光振興計画 
観光 

第 2次横手市環境基本計画 
環境 

横手市デジタル推進計画 
その他 

秋
田
県
地
域
公
共
交
通
計
画 

交通 連
携
・整
合 

踏襲 

準拠 
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１-３ 計画期間 

本計画の期間は、令和 6（2024）年度から令和 10（2028）年度までの 5年間とします。 

なお、社会情勢の変化や上位・関連計画の見直しなどによって新たな対応が生じた場合には、

計画期間内であっても、必要に応じて見直しを検討します。特に、まちづくりや土地利用の核と

なる「都市計画マスタープラン」や「立地適正化計画」との整合を図るとともに、都市計画と地

域公共交通計画が密に連携することで、各種施策を推進していきます。 

 

  ▼各種計画及び本計画の期間 

年度 ～R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

上位計画 

 

        

 
 

 
     

関連計画 
 

     
 

 

横手市地域公共交通計画

（本計画） 

  
    

 
 

  

第 2次横手市総合計画（後期基本計画） 

秋田県地域公共交通計画 

横手市地域公共交通計画 

横手市都市計画マスタープラン・立地適正化計画 

前計画 
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１-４ 計画の区域 

本計画の区域は、横手市全域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本市は、平成 17（2005）年に、横手市・増田町・平鹿町・雄物川

町・大森町・十文字町・山内村・大雄村の 1市 5町 2 村の合併によ

り誕生しました。 

東西に約 45km、南北に約 35km の広がりを見せており、692.80㎢

の面積を有しています。 

交通網は、東西は秋田自動車道や国道 107 号、JR北上線、南北は

東北中央自動車道や国道 13号、JR奥羽本線を軸として、路線バス

等の公共交通が運行されています。 

湯沢市 

秋田県 

横手市 

横手地域 

雄物川地域 

平鹿地域 

大雄地域 

山内地域 

大森地域 

増田地域 

十文字地域 

南
北
に
約
35k

m
 

東西に約４５km 

大仙市 

東成瀬村 

由利本荘市 

美郷町 

西和賀町 

（岩手県） 
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１-５ 計画の対象となる交通モード 

本計画は、鉄道や高速バス、路線バス、横手デマンド交通などを含む多様な交通モードの市全

体の方向性を示すものであり、本市の公共交通を支える鉄道や民間事業者のバス路線の維持・確

保を中心に、循環バスや各地域を運行する乗合タクシーやコミュニティバスの見直し、情報提供

環境の整備なども含めた総合的な施策体系を対象としています。そのため、各交通モードの地域

公共交通ネットワークにおける役割を整理した上で、検討を進める必要があります。 

 

≪対象となる交通モードとその役割及び計画における視点≫ 

交通モード 役割 計画における視点 

鉄道 

（JR奥羽本線・北上線） 
市内外の広域移動に対応する 

広域交通 

市内外の広域的な移動を支え

る路線としての位置づけと 

路線の維持・確保に向けた 

検討 
高速バス 

（湯沢秋田線） 

路線バス 

市内の交通網の軸となる 

地域間幹線交通 

（広域路線・市内路線） 

路線の維持・確保に向けた 

検討 

横手市循環バス 

市内中心部での移動への対応や 

路線バスが運行していない 

地域の交通空白を解消する 

地域内交通 

中心部エリアの移動の 

利便性向上に向けた検討 

横手デマンド交通 
路線バス・循環バスとの 

役割分担の明確化 

路線廃止代替乗合タクシー 

コミュニティバス 

自家用有償旅客運送 

実態に即した見直しの検討 

タクシー 他の移動手段を補完する交通 少量個別輸送の確保 
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２．上位・関連計画における地域公共交通の位置づけ 

２-１ 横手市地域公共交通網形成計画（前計画）の評価 

（１）横手市地域公共交通網形成計画（前計画）の概要 

平成 31（2019）年度～令和 5（2023）年度の「横手市地域公共交通網形成計画」では、「１．移

動手段の確保、公共交通の利用が不便なエリアの解消」、「２．まちづくり戦略との連携」、「３．

情報発信と利用促進」の 3 つを施策の柱とし、その実現に向けて 5つの取り組み項目と、検討す

べき課題となる具体事項を掲げています。 

≪前計画の施策体系≫ 
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-取り組み項目- -施策の柱- 

１．移動手段の

確保、公共交通

の利用が不便

なエリアの解消 

２．まちづくり戦

略との連携 

３．情報発信と

利用促進 

-具体事項（検討すべき課題）- 

②代替交通、コミュニ

ティバス制度の見直し 

①利用者の利便性向

上を図るバス運行路線

の構築 

③デマンド交通の検証 

④更なる利便性向上

を目指す新たな施策の

検討 

⑤各種制度の周知と   

理解を促進する施策の

展開 

１．路線バスの要望等の調査及びその結果に応じた

路線の新設・再編等の見直し 

２．循環バスのルート変更等 

３．利用者増に向けたインセンティブ策や地域間運

行路線の新設等の検討 

４．既存の代替交通・コミュニティバスの見直しや新

制度創設 

５．共助組織運行路線（上畑線）の他地域展開の検

討 

６．デマンド交通中心部バスゾーンの取り扱いの再

検討 

７．デマンド交通協定内容の見直し 

８．デマンド交通利用料金の見直し 

９．デマンド交通の乗合率向上策の検討 

１０．デマンド交通運行コスト負担割合の検証 

１１．デマンド交通運行時間の見直しや１時間前予約

制の緩和 

１２．スクールバスの空き時間活用 

１３．運転免許証自主返納サポートの周知と新たなイ

ンセンティブ策の検討 

１４．貨客混載や自動運転など規制緩和・技術革新

による新制度導入の可能性を検討 

１５．各種制度のパンフレット作成等による周知 

１６．出前講座による制度説明やニーズ把握のため

の意見交換会の開催 

１７．利用者増に向けた新たなインセンティブ策の周

知等 
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（２）横手市地域公共交通網形成計画（前計画）における施策の実施状況 

平成 31（2019）年度～令和 5（2023）年度の「横手市地域公共交通網形成計画」における実施

状況を次のとおり整理します。 

   

≪施策の評価≫ 

施策の柱 
取り組み 

項目 

具体事項 

（検討すべき課題） 
実施状況 

１
．
移
動
手
段
の
確
保
、公
共
交
通
の
利
用
が
不
便
な
エ
リ
ア
の
解
消 

２
．
ま
ち
づ
く
り
戦
略
と
の
連
携 

①
利
用
者
の
利
便
性
向
上
を
図
る
バ
ス
運
行
路
線
の
構
築 

１．路線バスの要望等の調査及びそ

の結果に応じた路線の新設・再編

等の見直し 

２．循環バスのルート変更等 

３．利用者増に向けたインセンティブ

策や地域間運行路線の新設等の

検討 

・路線バスや循環バスのルート変更等に関す

る要望は多く、羽後交通との協議・情報共有

を都度行っているが、他路線の状況や運行

経費、人員不足等、さまざまな点で問題があ

りルート変更や再編等は実現していない。 

・利用者の利便性向上に向けた取り組みとし

て、路線バスや一部タクシー会社において

PayPay決済が導入された。その他、市では

児童生徒に対する通学費補助、羽後交通で

は運転経歴証明書の提示による回数券の割

引販売などを継続して実施している。 

・R2.2月からスクールバス車両を活用した自

家用有償旅客運送「柏木・大森病院線」の

試験運行を実施、R3.4月から本格運行開

始。 
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施策の柱 
取り組み 

項目 

具体事項 

（検討すべき課題） 
実施状況 

１
．
移
動
手
段
の
確
保
、
公
共
交
通
の
利
用
が
不
便
な
エ
リ
ア
の
解
消 

②
代
替
交
通
、 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
制
度
の
見
直
し 

４．既存の代替交通・コミュニティ

バスの見直しや新制度創設 

５．共助組織運行路線（上畑線）の

他地域展開の検討 

・ルート変更や運行形態の見直しについて

は未実施だが、コミュニティバスのうち、平

鹿ふれあいバスにおいては車両の小型化

及び利用状況に応じた一部停留所の見直

し等を実施した。 

・上畑線のような共助組織運行の他地域展

開は実現していないが、一部地域において

公共交通について地域で取り組めることが

ないか検討を始めている。 

③
デ
マ
ン
ド
交
通
の
検
証 

６．デマンド交通中心部バスゾーン

の取り扱いの再検討 

７．デマンド交通協定内容の見直し 

８．デマンド交通利用料金の見直し 

９．デマンド交通乗合率向上策の

検討       

１０．デマンド交通運行コスト負担

割合の検証 

１１．デマンド交通運行時間の見直

しや１時間前予約制の緩和 

・中心部バスゾーンに関する要望は多く、羽

後交通など事業者との協議は都度行って

いるが、路線バスや循環バスの利用への

影響が出るとの懸念から、当初から変更し

ていない。 

・事業者負担割合などについて事業者から

要望があり協議を行ったが、現状の負担割

合で運用している。利用料金については、

R5.7月のタクシー料金の値上げを機に見

直しを実施（R5.10月～）。 

・利便性向上や事業者の事務負担削減など

の観点から予約受付の一元化などについ

て検討したが、運行事業者８社分の管理や

利用者への影響などの面で調整が困難で

あった。 

④
更
な
る
利
便
性
向
上
を
目
指
す 

新
た
な
施
策
の
検
討 

１２．スクールバスの空き時間活用 

１３．運転免許証自主返納サポート

の一層の周知と新たなインセン

ティブ策の検討 

１４．貨客混載や自動運転など規

制緩和・技術革新による新制

度導入の可能性を検討 

・R2.2 月からスクールバス車両を活用した

自家用有償旅客運送「柏木・大森病院

線」の試験運行を実施、R3.4 月から本格

運行開始。（再掲） 

・運転免許証自主返納サポートについては、

警察署において自主返納サポートのチラシ

配布・周知を実施している。 

・自動運転など新たな手法の導入について

は、雪道での自動運転技術が確立されて

いないなど、安全性が問題である。 
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施策の柱 
取り組み 

項目 

具体事項 

（検討すべき課題） 
実施状況 

３
．
情
報
発
信
と
利
用
促
進 

⑤
各
種
制
度
の
周
知
と
理
解
を
促
進
す
る
施
策
の
展
開 

１５．各種制度のパンフレット作成等

による周知 

１６．出前講座による制度説明やニ

ーズ把握のための意見交換会

の開催 

１７．利用者増に向けた新たなインセ

ンティブ策の周知等 

・制度毎のパンフレットやチラシは作成してい

るが、全路線・全制度を網羅したハンドブック

等は作成していない。 

・デマンド交通については、集落・地区単位で

要望に応じて説明会等を実施したほか、民

生委員の集まりや地域の支え合い協議体な

ど、他分野の会議等の場で説明させていた

だいた例もある。路線廃止に係る住民説明

会・意見交換会の機会にもデマンド交通の

周知を行った。 

・市報において、毎年度免許証自主返納サポ

ート制度について掲載し周知している。市ＨＰ

では公共交通の一部制度（協議会事業）に

ついて毎年の実績報告資料を掲載。 
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（３）目標の達成状況 

前計画の目標の達成状況について、下表のとおり整理しました。 

目標達成状況の評価基準に基づくと、「○」が 2項目、「△」が 3項目、「×」が 7項目となって

います。特に、地域公共交通の利用者数については、共助運行路線（自家用有償旅客運送：上畑

線）を除く、全ての交通モードで減少しており、計画期間中に発生した新型コロナウイルス感染

症が大きく影響していると考えられます。 

 一方で、令和 2（2020）年 2 月から雄物川地域と大森地域を結ぶ「柏木・大森病院線（自家用

有償旅客運送）」が運行を開始しており、「地域間アクセス・双方向運行新路線」が 1路線増加し

ていることから、「○」となっています。 

 

≪目標達成状況の評価基準≫ 

≪目標の達成状況の整理≫ 

【１．「移動手段の確保」「公共交通の利用が不便なエリアの解消」における目標値の達成状況】 

【３．情報発信と利用促進における目標値の達成状況】 

  ※１．と３．については、目標値が同一であるため合わせて整理 

評価指標 基準値 

（平成 29（2017）年度） 

目標値 

（令和 5（2023）年度） 

現状値 

（令和 4（2022）年度） 
評価 

公共交通全体の利用者数 662,978人 649,600人 432,204人 × 

 うち路線バス 558,846人 526,000人 347,443人 × 

うち循環バス 45,731人 58,000 人 41,505 人 × 

うち代替交通 8,918人 8,900 人 7,481 人 × 

（うち共助運行路線） 1,028人 1,000 人 1,220 人 ○ 

うち横手デマンド交通 43,614人 51,100 人 34,874 人 × 

うちコミュニティバス 5,869人 5,600 人 2,121 人 × 

交通不便エリア数 4エリア 

・33行政区 

1エリア 

・1行政区 

4エリア 

・21行政区 
△ 

免許証自主返納者数 323人 360人 323人 △ 

 

【２．まちづくり戦略との連携における目標値の達成状況】 

評価指標 基準値 

（平成 29（2017）年度） 

目標値 

（令和 5（2023）年度） 

現状値 

（令和 4（2022）年度） 
評価 

循環バス路線数 1路線 2路線 1路線 △ 

地域間アクセス 

・双方向運行新路線 
0路線 1路線 1路線 ○ 

路線バス・循環バス 

利用者数 
45,731人 58,000 人 41,505 人 × 

【評価の凡例】 
  ○…目標達成もしくは達成見込み 
△…達成できなかった（基準値より増加もしくは維持） 
✕ …達成できなかった（基準値より減少） 
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【総合的な評価目標の達成状況】 

評価指標 基準値 

（平成 29（2017）年度） 

目標値 

（令和 5（2023）年度） 

現状値 

（令和 4（2022）年度） 
評価 

公共交通の利用満足度の

向上 

（横手市まちづくりアンケ

ートにおいて「満足」と回答

した方の割合） 

― 60％ 58.0％ △ 
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２-２ まちづくりの方向性の整理 

(１）第 2次横手市総合計画 

≪策定時期≫ 

▶平成 28（2016）年 3月 第 2次横手市総合計画基本構想 策定 

▶令和 3（2021）年 3月 第 2次横手市総合計画後期基本計画 策定 

≪計画期間≫ 

▶第 2次横手市総合計画基本構想：平成 28（2016）年度～令和 7（2025）年度の 10年間 

 ▶第 2次横手市総合計画後期基本計画：令和 3（2021）年度～令和 7（2025）年度の 5年間 

≪目指すまちの将来像≫ 

 

 

 

 

 

≪総合計画の施策体系≫    
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≪地域公共交通に関連する事業≫ 
 

【政策 5】暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で快適なまちづくりを進めます  

▶施策 5-3 市民が利用しやすい公共交通の充実 

[目指す将来の姿]  

市民が日常生活を営む上で支障なく移動手段が確保されています。 

[取り組み方針] 

地域住民や行政、交通事業者などの多様な関係者が協働・連携しながら、地域の足である公

共交通の確保・維持を図るとともに、AI、IoT などを活用した先端的な取り組みにも目を向け、

人口減少社会においても持続可能な公共交通システムの構築を目指します。 

[施策の展開（主な取組）] 

▶公共交通機関の維持・確保 

１）市民の足として重要な役割を果たしているバス交通について、事業者や関係団体等と連携し、

運行維持のための支援を行うことで、公共交通の利用が不便なエリアの拡大防止に努めます。  

２）路線バス網の間を面的にカバーする横手デマンド交通や横手市循環バスの運行により一定の利

便性を確保しつつ、新たな公共交通の取り組みとして自家用有償旅客運送などを実施し、将来

にわたり持続可能な公共交通システムの構築を進めます。  

３）奥羽新幹線及び羽越新幹線の整備促進に向け、関係団体と連携した運動を展開します。  

４）北上線の利用促進に向け、関係団体と連携した運動を展開します。  

[主要事業] 

1．生活バス路線運行費補助事業   2. 地域公共交通活性化事業  

3. 代替運行事業          4. 鉄道整備・地域開発促進事業 

[成果指標] 
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（２）横手市都市計画マスタープラン・立地適正化計画 

≪策定時期≫ 

▶平成 31（2019）年 3月 横手市都市計画マスタープラン・立地適正化計画 策定 

▶令和 4（2022）年 5月  立地適正化計画 見直し 

≪計画期間≫ 

▶平成 30（2018）年～令和 10（2028）年までの 10 年間 

≪目指す将来都市構造≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ネットワークの役割と形成方針≫ 

（１）広域連携軸 

【役割】  

秋田‐大曲‐横手‐湯沢の県内の南北の広域的生活圏、北上‐横手‐由利本荘の東西の広域

的生活圏を結ぶ軸です。 

【広域連携軸の形成方針】  

広域的な交流の促進や産業の活性化を図るため、秋田自動車道の利便性の向上や冬季の除排

雪の充実を促進します。 

 

（２）地域連携軸 

【役割】  

中心拠点、副拠点、地域拠点を結ぶ軸です。 

【地域連携軸の形成方針】  

市民の暮らしや、活力ある産業活動、災害時の緊急活動を支える道路ネットワークを形成し

ます。鉄道や路線バス、循環バス、コミュニティバス等、地域の実情に応じた公共交通ネット

ワークを形成します。 
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（３）秋田県地域公共交通計画 

≪策定時期≫ 

▶令和 4（2022）年 3 月 秋田県地域公共交通計画 策定 

≪計画期間≫ 

▶令和 4（2022）年度～令和 8（2026）年度までの 5年間 

≪基本理念・基本方針≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪秋田県全体の将来ネットワークイメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●広域都市間連携軸 

 仙台都市圏や関東都市圏な

ど、広域的に連携する軸 

 

●都市間・圏域間連携軸 

 隣県や圏域間、圏域内の広域

的な連携を支え、将来的な維持

を図る 

 

●広域ゲート拠点 

 秋田県の玄関口であり、広域

都市間連携軸に関連する拠点 

 

●都市間・圏域間連携拠点 

 圏域間や市町村連携の要所と

なる拠点で、広域的な移動を支

えるため拠点性の維持を図る 
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≪平鹿・雄勝圏域の将来ネットワークイメージ≫ 

 当該圏域では、市町村間の日常生活の移動に必要となる地域間連携軸として地域間幹線系統

の維持・確保を図ります。特に、乗車密度の低下が著しいことから、路線の効率化などによる

改善策の検討や、交通事業者・沿線市町村を中心として利用促進の展開を進めます。 

 都市間・圏域間連携拠点である横手駅において、広域的な地域公共交通と地域内の地域公共

交通との接続性を確保することにより、ネットワークとしての一体性の向上を図ります。 

 また、地域交通拠点においては、各地域の主要なポイントとして、広域的な地域公共交通等

との接続性の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域公共交通等の位置づけ】 

●都市間・圏域間連携軸  ⇒鉄道：JR奥羽本線、北上線 

●地域間連携軸      ⇒路線バス：横手大曲線、横手湯沢線 

●都市間・圏域間連携拠点 ⇒鉄道駅：横手駅 

●地域交通拠点      ⇒鉄道各駅、横手バスターミナル 



17 

 

３．横手市における地域公共交通を取り巻く現状と課題 

３-１ 地域公共交通の現状 

（１）本市における地域公共交通ネットワーク 

 市内には、広域の公共交通として鉄道（JR奥羽本線、北上線）と周辺市町村を結ぶ高速バスや

路線バスが運行しています。また、市内の公共交通として、路線バスに加え、横手デマンド交通、

路線廃止代替乗合タクシー、コミュニティバス、自家用有償旅客運送など、多様な公共交通が運

行しています。 

 

≪本市における現在の地域公共交通ネットワーク≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山内線 

大森線 

上畑線（自） 

横手湯沢線 

横手大曲線 

横手本荘線 

川西線 

柏木・大森病院線（自） 

平鹿ふれあいバス（コ） 
湯沢沼館線（乗） 

睦合線（乗） 

市内線 

山内線 

横手清陵学院線 

朝日が丘線 

ふるさと村線 
横手小安線 

JR奥羽本線 

横手湯沢線 

循環バス 

上台線 

JR北上線 

乗…路線廃止代替乗合タクシー 

コ…コミュニティバス 

自…自家用有償旅客運送 

山内コミュニティバス（コ） 

大森コミュニティバス（コ） 
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（２）地域公共交通の運行状況 

≪鉄道≫ 

事業者名 路線名 駅名 

運行本数 

（平日） 

運行本数 

（土日祝日） 

無 

人 

駅 上り 下り 上り 下り 

東日本旅客鉄道㈱ 

奥羽本線 

十文字駅 17 16 26 25  

醍醐駅 17 15 26 24 ○ 

柳田駅 17 15 26 14 ○ 

横手駅 17 19 26 19  

北上線 

横手駅 ６ ７ ９ ８  

相野々駅 6 7 9 8  

小松川駅 5 4 8 5 ○ 

黒沢駅 6 7 9 8 ○ 

※令和 5年 9月 30日時点  

【運賃表】 

運賃（円） 

路線名 奥羽本線 北上線 

駅名 十文字駅 醍醐駅 柳田駅 横手駅 相野々駅 小松川駅 黒沢駅 

十文字駅 - 190 200 240 330 420 510 

醍醐駅 190 - 190 200 330 330 510 

柳田駅 200 190 - 190 240 330 420 

横手駅 240 200 190 - 210 240 330 

相野々駅 330 330 240 210 - 190 210 

小松川駅 420 330 330 240 190 - 190 

黒沢駅 510 510 420 330 210 190 - 

※令和 5年 9月 30日時点  

≪高速バス≫※運行本数及び運賃については、季節変動等の変化有り 

運行事業者名 路線名 
運行経路 

運行本数 

 
運賃 

（起点～終点） 
起点 終点 上り 下り 

羽後交通 

JRバス東北 

グリーン 

ライナー号 
湯沢・大曲 仙台 ４ ４ 4,300円 

羽後交通 

秋田中央交通 
湯沢秋田線 

八橋市民広

場・裁判所前 

（秋田市） 

湯沢営業所 

（湯沢市） 
３ ３ 

大人 1,150円 

小人 580円 

※令和 5年 9月 30日時点  
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≪路線バス≫ 

【運行経路】 

運

行

地

域 

路線名 

運行経路（系統ごとに分類） 

起点 経由地 終点 

市

内

の

み 

 

市内線 赤谷地 ― 横手南小学校前 

朝日が丘上台線 

朝日が丘四丁目南口 横手 BT 上台 

横手駅東口 ふるさと村・朝日が丘 横手 BT 

横手駅東口 朝日が丘・ふるさと村 横手 BT 

横手 BT 横手病院前 上台 

朝日が丘四丁目南口 横手 BT 横手高校 

吉沢団地前 横手高校 碇 

大森線 横手 BT 田根森 大森病院前 

山内線 
横手 BT 駅・清陵・南郷 三ツ又温泉入口 

横手駅東口 清陵・南郷 三ツ又温泉入口 

ふるさと村線 横手駅東口 安田原 ふるさと村 

横手市循環バス 横手 BT イオン SC西口 横手 BT 

横手清陵学院 
横手駅東口 旭川三丁目 横手清陵学院 

横手駅東口 本郷 横手清陵学院 

横手本荘線 

横手 BT 浅舞栄町 沼館 

横手 BT 平鹿病院・浅舞栄町 沼館 

横手 BT 新道角 坂の下 

横手高校 横手 BT 坂の下 

横手 BT 平鹿総合病院 坂の下 

市

内

外 

横手 BT 玉米・老方 本荘営業所 

横手湯沢線 平鹿総合病院 羽交案内所前 湯沢営業所 

横手大曲線 
横手 BT 六郷米町 大曲 BT 

平鹿総合病院 横手駅前・六郷米町 大曲 BT 

横手小安線 

横手 BT 羽交案内所前 稲庭梺 

横手駅東口 羽交案内所前 稲庭梺 

横手高校前 横手 BT 皆瀬庁舎前 

平鹿総合病院 羽交案内所前 稲庭梺 

イオン大曲線 横手駅西口 せんなん イオンモール大曲 

川西線 大曲 BT JA内小友支店前 大森病院前 

岩井川線 平鹿総合病院 羽交案内所前 草の台 
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【運行本数・運賃・補助金の種別】 

運

行

地

域 

路線名 

運

行

形

態 

運
行
事
業
者 

運行本数 
運賃 

（起点～終点） 

 

運行補助金

の種別 

平日 土日祝 

上り 下り 上り 下り 

市

内

の

み 

市内線 定
時
定
路
線
型 

羽
後
交
通(

株) 

0 1 0 0 ３１０円 ― 

朝日が丘上台線 4 6 0 0 ４８０円 
フィーダー 

・県補助 

大森線 7 6 0 0 ９３０円 フィーダー 

山内線 5 5 0 0 ９３０円 フィーダー 

ふるさと村線 0 0 4 4 28０円 ― 

横手市循環バス 10 10 9 9 
２００円 

（１乗車） 
フィーダー 

横手清陵学院 4 4 0 0 ２００円 ― 

市

内

外 

横手本荘線 10 11 4 4 １，０８０円 
フィーダー・ 

県補助 

横手湯沢線 9 9 4 4 ７５０円 地域間幹線 

横手大曲線 9 10 5 5 ８３０円 地域間幹線 

横手小安線 7 7 4 4 １，２６０円 県補助 

イオン大曲線 0 0 4 4 ６６０円 ― 

川西線 4 3 0 0 ７９０円 県補助 

岩井川線 7 7 3 3 １，５１０円 県補助 

※路線の系統ごとに起終点の位置が異なるため、最も高い場合を記載  
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≪乗合タクシー・コミュニティバス・自家用有償旅客運送≫ 

分類 路線名 
運行本数 運行時間帯 

（始発～終着） 
運行日 運賃 

上り 下り 

路線廃止代替 

乗合タクシー 
湯沢沼館線 3 3 

6:55 

～18:21 

月～金 200円 

～600円 

睦合線 3 3 
7:20 

～16:16 

月、水、金 

大森線  12 12 
6:20 

～18:50 

月～金 

※予約制 

コミュニティバ

ス 

平鹿ふれあいバス 

（蛭野石成線） 
2 2 

8:50 

～16:20 

月、木 無料 

平鹿ふれあいバス 

（吉田馬鞍線） 
2 2 

8:50 

～16:20 

火、金 無料 

大森線（4ルート） 

※冬期間のみ運行 
各１ 各 1 

9:00 

～16:00 

各ルート週 1日 

（火、水、木、金） 

無料 

山内コミュニティバス 

（松川方面） 
１ １ 

8：20 

～14:30 

火、木 

※予約制 

無料 

山内コミュニティバス 

（武道方面） 
１ １ 

8：20 

～14:30 

月、水 

※予約制 

無料 

自家用有償 

旅客運送 
柏木・大森病院線 2 2 

9:00 

～13:54 

月、木  １乗車 

200円 

上畑線 4 4 
7:15 

～17:０５ 

月～木 200円 

～７００円 

 

≪乗用タクシー≫ 

事業者名 本社所在地域 車両保有数 乗務員人数 

有限会社 末広自動車 横手地域 21台 22名 

つばめ自動車 株式会社 横手地域 15台 16名 

よこてタクシー 株式会社 横手地域 7台 12名 

合資会社 浅舞タクシー 平鹿地域 4台 3名 

合同会社 沼館タクシー 雄物川地域 3台 2名 

さとみタクシー 有限会社 雄物川地域 4台 4名 

合資会社 大森タクシー 大森地域 3台 3名 

有限会社 ユニオン交通 十文字地域 9台 10名 

※令和 5年 9月 30日時点 
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３-２ 横手市の地域公共交通における課題の整理 

本市における地域の現状や地域公共交通の現状及び実態・ニーズ把握の各調査結果等を踏まえ、

横手市の地域公共交通における課題を下記の通り整理します。 

  

 課題① 日常生活における移動手段としてのサービス基盤の強化 

▶日常生活における移動手段として、地域公共交通の役割がより大きくなっていくことが予想され、今

後暮らしの足として市民生活を支える基盤強化の重要性が高まると考えられる 

▶公共交通を必要とする人が移動に困ることがないよう、日常生活の必要不可欠な移動手段として地

域公共交通を維持していく必要がある 

 

課題② 公共交通機関相互の連携機能強化 

▶広大な市域をカバーしながら暮らしの足を維持・確保していくために、鉄道や路線バス、横手デマン

ド交通など、市内を運行する様々な公共交通の連携を強化し、ダイヤの見直しや料金の支払いの利

便性向上などを検討しながら、親しみやすい地域公共交通ネットワークの実現を目指す 

▶広範囲に立地する商業・医療施設への移動ニーズに対応するため、各公共交通モード間の連携によ

り利便性を向上させ、スムーズにアクセスできるよう検討が必要になってくると考えられる 

 

課題③ 地域の実情に応じた持続可能な交通体系の再構築 

▶持続可能な地域公共交通体系を構築するため、利用実態や地域事情を考慮しながら路線等の見

直しを行うなど、効率的な運行に向けた検討を行う必要があると考えられる 

▶様々な場面で地域公共交通が移動手段として選ばれるよう、総合計画をはじめとする都市計画・商

業・福祉分野など、地域公共交通が密接に関係する分野との連携強化を目指す 

▶横手デマンド交通などにより市全域をカバーできているが、地域によって実情が異なることから、持

続可能な地域公共交通の構築に向け、地域を熟知している自主運営組織などが中心となって地域

特性に応じた取り組みを検討する 

 

課題④ 適切な情報提供環境の形成 

▶より使いやすい地域公共交通とするため、多様な媒体や ICTなどを活用しながら、誰にとっても分か

りやすく、いつでも必要な情報を入手できる環境を目指す 
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３-３ 課題の裏付けとなる現状分析及びニーズ調査結果の整理 

本市における地域の現状や地域公共交通の現状及び実態・ニーズ把握の各調査結果等のうち、

課題の裏付けとなる項目をそれぞれの課題ごとに整理します。 

課題① 日常生活における移動手段としてのサービス基盤の強化 

 人口減少及び高齢化に対応した公共交通の構築 

○人口減少及び少子高齢化が進展し、2040（令和 22）年には、2020（令和 2）年から総人口は

約 26,000人減少、高齢化率は 10.2 ポイント上昇し 49.2%となる予測 

 ○一方で、地域公共交通の主たる利用者層である「地域密着人口※」の総人口に占める割合は

増加傾向にあり、2040（令和 22）年には 56.9%になる予測 

●日常生活における移動手段として、地域公共交通の役割がより大きくなっていくことが予想

され、今後暮らしの足として市民生活を支える基盤強化の重要性が高まると考えられる 

  ※「地域密着人口」… 

「年少人口」と「老年人口」を合算した数値であり、日々の生活の中で、暮らしている地域への

密着の度合いが高く、通学や通院など、日常的に公共交通を利用している層。 

 

≪年齢 3区分別の人口推移と将来推計≫ 

資料：国勢調査＋国立社会保障・人口問題研究所 

 

２０２５（令和７）年以降は、国立社会保障・人口
問題研究所の推計値(平成 30（2018）年推計) 
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≪メッシュごとの高齢化率≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪メッシュごとの将来人口の分布≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２（２０２２）年国勢調査より作成 

資料：令和２（２０２２）年国勢調査より作成 
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 運転免許を保有していない方の移動手段の継続的な維持・確保 

○通勤・通学や買い物など日常生活における移動手段は、「自分で車を運転」が多くなってお

り、自家用車に依存している状況にある 

○15～19歳や 70歳代、80歳以上では「地域公共交通」「家族の送迎」の割合が多くなっている 

●公共交通を必要とする人が移動に困ることがないよう、日常生活の必要不可欠な移動手段と

して地域公共交通を維持していく必要がある 

≪年齢別の通勤・通学時の主たる移動手段≫ 

 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 

≪年齢別の買い物時の主たる移動手段≫ 

 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 

 

24.0

6.3

5.1

2.1

6.2

5.3

13.8

30.0

38.8

1.6

2.0

4.1

0.9

6.3

3.4

20.0

4.6

76.6

80.6

81.4

82.3

83.2

75.9

30.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15～19歳（n=131）

20～29歳（n=73）

30～39歳（n=105）

40～49歳（n=108）

50～59歳（n=151）

60～69歳（n=196）

70～79歳（n=100）

80歳以上（n=71）

地域公共交通 家族の送迎 自分で車を運転 自転車 徒歩 その他

6.1

2.5

1.8

3.7

5.4

2.6

12.6

22.0

60.8

15.2

2.8

5.6

6.7

7.4

12.6

24.0

6.8

69.6

85.3

85.2

79.2

81.0

58.6

36.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15～19歳（n=148）

20～29歳（n=79）

30～39歳（n=109）

40～49歳（n=108）

50～59歳（n=149）

60～69歳（n=189）

70～79歳（n=87）

80歳以上（n=50）

地域公共交通 家族の送迎 自分で車を運転 自転車 徒歩 その他
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課題② 公共交通機関相互の連携機能強化 

 地域公共交通ネットワークの簡素化および利便性向上 

○本市ではこれまで、公共交通事業者や地域住民などと連携して多様な交通モードを展開して

きたが、それぞれの名称や利用方法、運賃などが異なるため、利用者にとっては複雑な面も

ある 

 ○利用者を増やすための取り組みとして、「分かりやすい運賃の設定」「全ての公共交通機関で

使用できる共通乗車券・定期券の導入」が多く挙げられている 

●広大な市域をカバーしながら暮らしの足を維持・確保していくために、鉄道や路線バス、横

手デマンド交通など、市内を運行する様々な公共交通の連携を強化し、ダイヤの見直しや料

金の支払いの利便性向上などを検討しながら、親しみやすい地域公共交通ネットワークの実

現を目指す 

 

≪利用者を増やすために重要な取組≫ 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 
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 広範囲に立地する商業・医療施設へのアクセス 

○商業施設※１及び医療施設※２は、横手地域から十文字地域沿いに多く位置しているほか、各

地域の中心エリアに立地しており、ほとんどの施設が公共交通カバーエリア※３内に含まれ

ている 

○主な通院先では、横手地域の「平鹿総合病院」や「市立横手病院」が多くなっている一方で、

居住している地域に依らず、通院先が広範囲かつ個別化している状況にある 

○バス停までの距離が遠いエリアについては、乗り継ぎせず直接目的地まで行くことができる

横手デマンド交通を利用しているケースが多い 

●広範囲に立地する商業・医療施設への移動ニーズに対応するため、各公共交通モード間の連

携により利便性を向上させ、スムーズにアクセスできるよう検討が必要になってくると考え

られる 

 

≪商業・医療施設の立地状況と公共交通カバーエリア※３≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：秋田県バス協会＋NAVITIME施設一覧より作成（令和５年（２０２３）年９月３０日時点） 

 

※1商業施設には、スーパー・コンビニ・ドラッグストア（日用品・食料品の取り扱い有）を含んでいる 

※2医療施設には、歯科医院も含まれている 

※3公共交通カバーエリアは、立地適正化計画に準じて、鉄道駅から 800m、バス停から３00ｍの範囲 
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≪市民の主な通院先≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 
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課題③ 地域の実情に応じた持続可能な交通体系の再構築 

 利用の少ない路線・区間の見直し 

○羽後交通が運行するバス路線の市内 526 停留所のうち、約 73％の 385停留所※で利用者がい

ない状況 

 ○令和 4（2022）年の路線別収支では、15路線のうち 13路線で赤字の状態 

 ○横手デマンド交通の利用状況をみると、ほとんどの地域において同一地域内での利用が多

くなっているが、増田地域から十文字地域、他地域から横手地域への移動などにおいては、

路線バスが運行している区間での利用も多くみられる 

●持続可能な地域公共交通体系を構築するため、利用実態や地域事情を考慮しながら路線等の

見直しを行うなど、効率的な運行に向けた検討を行う必要があると考えられる 

 

≪羽後交通運行路線のバス停別利用者数≫

 

資料：横手市地域公共交通計画に係るバス乗降調査（令和５（２０２３）年７月１３日、１５日、１６日実施） 

※利用者がいないバス停は、バス乗降調査を実施した日の結果である点に留意 
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≪令和 4（2022）年の路線別収支状況≫ 

資料：横手市資料より作成 

 

≪平成 30（2018）年と比較した令和 4（2022）年のバス路線別乗車人員≫ 

資料：横手市資料より作成 
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≪令和 4（2022）年度の横手デマンド交通地域別利用者数≫         単位：人 

乗降地域 

降車地域 

横手 

地域 

増田 

地域 

平鹿 

地域 

雄物川 

地域 

大森 

地域 

十文字 

地域 

山内 

地域 

大雄 

地域 

乗
車
地
域 

横手地域 8,083 219 1,439 897 194 369 829 625 

増田地域 325 200 28 1 0 316 0 1 

平鹿地域 1,376 227 1,436 247 8 354 0 2 

雄物川地域 931 4 552 5,231 331 105 0 41 

大森地域 283 0 8 337 1,849 24 0 152 

十文字地域 806 229 307 82 25 3,196 0 4 

山内地域 914 0 0 0 0 0 1,261 4 

大雄地域 579 1 2 27 215 1 5 192 

資料：横手市資料より作成 
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 都市計画・商業・福祉など多様な分野と連携した公共交通の展開 

○本市の都市計画マスタープランにおける将来の都市構造「多核型のコンパクトシティ＋ネッ

トワーク」を実現するためには、ネットワークの軸として公共交通が機能し続けていくこと

が重要な視点と捉えられる 

○地域公共交通を利用していない理由としては、「利用する必要が特にないから」がもっとも

多くなっており、自家用車や運転免許の保有、家族の送迎等の状況から必要性を感じていな

いことがうかがえる 

○一方、15～79 歳の全ての年齢層で半数以上が利用転換の可能性があると回答しており、運

転免許証の返納などの状況の変化により、どの年齢層でも日常生活における公共交通の必要

性は高まる 

●様々な場面で地域公共交通が移動手段として選ばれるよう、総合計画をはじめとする都市計

画・商業・福祉分野など、地域公共交通が密接に関係する分野との連携強化を目指す 

 

≪公共交通を利用していない理由≫ 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 

≪利用転換の可能性≫ 

 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 

59.6

56.0

57.6

66.3

53.6

51.9

54.2

36.4

40.4

44.0

42.4

33.7

46.4

48.1

45.8

63.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15～19歳（n=52）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=85）

40～49歳（n=86）

50～59歳（n=110）

60～69歳（n=154）

70～79歳（n=59）

80歳以上（n=44）

利用する可能性がある 利用する可能性はない
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 地域との協働による取り組み 

○地域別意見交換会において意見として出された、地域での取り組み内容を 3つの段階に分け

て整理した 

○社会教育法を根拠とする「公民館」の活動に制約があることから、本市では「横手市地区交

流センター設置条例」を制定し、施設の名称を「地区交流センター」に変更することで、社

会教育法の適用を受けない施設とした。それにより、地域の拠点として生涯学習をはじめと

する各種活動や施設利用の幅が広がっている 

○増田地域の狙半内地区において、共助組織が運行主体となって自家用有償旅客運送「上畑線」

を運行している 

●横手デマンド交通などにより市全域をカバーできているが、地域によって実情が異なること

から、持続可能な地域公共交通の構築に向け、地域を熟知している自主運営組織などが中心

となって地域特性に応じた取り組みを検討する 

 

≪地域別意見交換会における主な意見≫ 

段階① -地域で地域の公共交通を考える- 

   ・地域で公共交通について検討する機会を作る 

   ・地域ごとに差があるため、地域ごとに考えていく 

   ・各地域で何に困っているか議論していく（町内会単位で） 

    

  段階② -各地域（コミュニティ組織レベル）内で公共交通の情報発信を行う- 

   ・地域に公共交通等のパンフレットによるアピールをする 

   ・子どもを対象とした循環バスの乗車体験のような事業を考える 

   ・地域側がまず声を上げる 

   ・各地区の交流センター同士が交流し情報共有することで、お互いに連携することができる 

 

  段階③ -地域で運行する公共交通の取り組み- 

   ・共助による運行ができるようにしてほしい 

   ・地域で移動を支える仕組み 

   ・地域住民が運転する自家用有償運送 

   ・自家用有償運送を共助の仕組みでやる 

   ・ライドシェアの取り組み 
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課題④ 適切な情報提供環境の形成 

 誰にとっても分かりやすい情報提供環境の形成 

○横手市循環バス・横手デマンド交通のパンフレットについて、34％の市民は「作成されてい

ることを知らない」と回答しており、年齢別にみると、15～39歳の若年層で認知度が低い状

況にある 

○本市を運行する地域公共交通の時刻表や路線図、運賃等の情報入手の方法は統一されておら

ず、一部を除き遅延や運休等のリアルタイムの情報は入手できない状況にある 

○各公共交通機関における「運行情報の案内」の満足度については、鉄道で 24.7％、路線バス

で 30.3％、横手デマンド交通で 13.5％の方が不満と答えている 

●より使いやすい地域公共交通とするため、多様な媒体や ICTなどを活用しながら、誰にとっ

ても分かりやすく、いつでも必要な情報を入手できる環境を目指す 

 

≪横手市循環バス・横手デマンド交通パンフレットの認知度≫ 

 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 

≪地域公共交通ごとの情報の入手方法≫ 

分類 主たる情報入手方法 

鉄道 JR東日本 HP、どこトレ（JR運行情報専用サイト）、時刻表（紙） 

高速バス 時刻表（紙）、羽後交通 HP、乗換検索サイト 

路線バス 時刻表（紙）、羽後交通 HP（リアルタイム情報発信無し）、乗換検索サイト 

横手市循環バス 時刻表（紙）、横手市HP（リアルタイム情報発信無し）、バスロケーションアプリ 

横手デマンド交通 横手市 HP（リアルタイム情報発信無し） 

乗合タクシー 時刻表（紙）、横手市 HP（リアルタイム情報発信無し）、乗換検索サイト 

コミュニティバス 時刻表（紙）、横手市 HP（リアルタイム情報発信無し） 

自家用有償旅客運送 時刻表（紙）、横手市 HP（リアルタイム情報発信無し） 

23.9

14.1

21.1

12.5

26.7

22.1

29.4

34.8

31.8

9.1

7.0

1.4

8.7

11.9

10.3

8.9

12.0

12.1

33.0

25.0

22.5

20.2

30.7

41.4

42.2

35.9

34.8

34.0

53.9

54.9

58.7

30.7

26.2

19.4

17.4

21.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数（n=891)

15～19歳（n=128)

20～29歳（n=71)

30～39歳（n=104)

40～49歳（n=101)

50～59歳（n=145)

60～69歳（n=180)

70～79歳（n=92)

80歳以上（n=66)

見たことがあり、わかりやすいと感じた 見たことがあり、分かりにくいと感じた

知ってはいるが、見たことがない 作成されていることを知らない
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≪鉄道における各項目の満足度≫ 

 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 

≪路線バスの各項目の満足度≫ 

 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 

≪横手デマンド交通における各項目の満足度≫ 

 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 



36 

 

≪スマートフォンの保有状況≫ 

 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 

 

≪スマートフォンの利用状況≫ 

 

資料：横手市地域公共交通に関する市民アンケート調査（令和５（２０２３）年８月実施） 

 

 

 

 

 

 

95.4

98.6

99.0

98.1

94.7

88.8

76.0

32.4

4.6

1.4

1.0

1.9

5.3

11.2

23.0

66.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15～19歳（n=131）

20～29歳（n=73）

30～39歳（n=105）

40～49歳（n=108）

50～59歳（n=151）

60～69歳（n=196）

70～79歳（n=100）

80歳以上（n=71）

持っている 持っていない 無回答

91.1

95.8

95.2

92.4

83.1

67.2

34.7

22.7

6.5

2.8

3.8

7.6

16.2

29.3

48.0

31.8

3.4

17.3

45.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15～19歳（n=124）

20～29歳（n=72）

30～39歳（n=104）

40～49歳（n=105）

50～59歳（n=142）

60～69歳（n=174）

70～79歳（n=75）

80歳以上（n=22）

よく利用している（情報収集やキャッシュレス決済等を行っている等）

たまに利用している（主に通話が中心で、複雑な操作は分からない等）

ほとんど利用していない（ほとんど通話のみに使用している等）
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４．横手市の地域公共交通における方針と目標 

４-１ 横手市地域公共交通が目指すべき将来像（基本的な方針） 

本市のまちづくりの方向性や地域公共交通の課題を整理してきましたが、横手市地域公共交通

の目指すべき将来像については、第２次横手市総合計画後期基本計画における公共交通施策の

「目指す将来の姿」を引用し、「市民が日常生活を営む上で支障なく移動手段が確保されていま

す。」と定めます。 

 

≪地域公共交通が目指すべき将来像≫ 

 

鉄道や路線バス、横手デマンド交通などのあらゆる交通モードにおいて、利用者の動向やまち

づくりの方針と密に連携しながら利用促進に取り組むとともに、行政と交通事業者や他分野にお

ける関係者も含めた相互間の連携を通じ、利便性の高い持続可能な公共交通ネットワークの構築

のための見直し等に取り組みます。「日常生活を営む上で支障なく移動手段が確保されている」と

いう地域公共交通の将来像を目指し、市民一人ひとりが移動に困ることなく、「使いたい時に使え

る」「行きたい場所に行ける」快適な暮らしの足の確保を図っていきます。 

 

  ≪本市が目指す公共交通を利用したライフスタイルのイメージ≫ 

市民が日常生活を営む上で支障なく移動手段が確保されています。 



38 

 

≪目指すべき将来ネットワーク像≫ 

 

  
 

 

≪対応する地域公共交通イメージ≫ 

＜広域交通＞ 
・JR奥羽本線、北上線 

・高速バス（湯沢秋田線、仙台方面） 

＜地域間幹線交通＞ 
広域路線 

路線バスの内、市町村を跨いで運行する路線 

・横手湯沢線、横手大曲線、横手本荘線、横手小安線、 

川西線、岩井川線、イオン大曲線 

市内路線 路線バスの内、市内で運行が完結する路線 

＜地域内交通＞ 

横手市循環バス、横手デマンド交通、 

路線廃止代替乗合タクシー、コミュニティバス、 

自家用有償旅客運送 

＜補完交通＞ タクシー 

＜交通結節点＞ 横手バスターミナル、鉄道駅など 
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４-２ 将来像を達成するための各交通モードの役割 

 都市計画マスタープランでは、各地域の生活機能を支える 8つのエリアを地域拠点（横手地域

は中心拠点、十文字地域は副拠点）と位置付けており、その拠点間を結ぶ公共交通の役割を、下

表のとおり定めます。 

 

■公共交通の役割分担と位置づけ 

区 分 役割分担 対応する主な路線 

広域交通 

○市内外の広域的な移動を支え、市域を超えた

交流を促進する 

○通勤・通学、買い物、観光など多様な目的に対

応 

・JR奥羽本線 

・JR北上線 

・高速バス 

（湯沢秋田線、仙台方面） 

地

域

間 

幹

線

交

通 

広域路線 

【市町村を跨いで運行する路線バス】 

○市内外の交通網の軸となる路線 

○市内外の広域的な移動を支える 

○通勤・通学、買い物、観光など多様な目的に対

応 

・横手大曲線 

・横手湯沢線 

・横手本荘線 

・横手小安線 

・川西線 

・岩井川線 

・イオン大曲線 

市内路線 

【本市内で完結する路線バス】 

○市内の交通網の軸となる路線 

○地域拠点間を結び、日常の移動を支える 

○通勤・通学、買い物、観光など多様な目的に対

応 

・市内線 

・朝日が丘上台線 

・大森線 

・山内線 

・ふるさと村線 

・横手清陵学院線 

地域内交通 

○広域交通や地域間幹線交通に接続し、市内中

心部の移動を支える 

○路線バスが運行していない地域の交通空白を

解消する 

○地域の実情に合わせた様々な目的に対応 

○観光における二次交通としての機能 

・横手市循環バス 

・横手デマンド交通 

・路線廃止代替乗合タクシー 

・コミュニティバス 

・自家用有償旅客運送 

補完交通 
○鉄道や路線バス網を補完し、少量個別輸送を

担う移動手段 

タクシー 

交通結節点 
○上記の公共交通をつなぐ結節機能が期待でき

る拠点 

鉄道駅、横手バスターミナル等 
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４-３ 横手市地域公共交通の基本目標とプロジェクト 

地域公共交通の目指すべき将来像を達成し、本市の公共交通における課題を解消するために、

2つの目標と 4つのプロジェクトを設定し、プロジェクトに基づく施策を推進していきます。 

 

 

 

課題① 

日常生活における移動手

段としてのサービス基盤

の強化 

 

課題②  

公共交通機関相互の 

連携機能強化 

 

課題③ 

地域の実情に応じた 

持続可能な交通体系の

再構築 

 

課題④ 

適切な情報提供環境の

形成 

 

基本目標とプロジェクト 地域公共交通の課題 

基本目標① 

日常の移動手段として選ばれる地域公共交通 

プロジェクト① 

 交通網整理・見直し推進プロジェクト 

 市内を運行する多様な交通モードの整理・見直

しを行いながら、誰にでも分かりやすく、日常

の移動に適した公共交通ネットワークの実現を

目指します。 

プロジェクト② 

 情報入手環境向上プロジェクト 

より使いやすく親しみやすい公共交通となる

よう、各種媒体や ICT を活用した情報発信の強

化を図り、いつでも必要な情報が入手できる環

境の形成を目指します。 

基本目標② 

多様な主体と創り上げる持続可能な地域公共交通 

プロジェクト④ 

 公共交通利用促進プロジェクト 

各プロジェクトと連動しながら、「乗ってみた

い・利用したい」と思えるような公共交通を目

指し、多様な主体と連携して利用促進策を検討

します。 

プロジェクト③ 

 地域が守り・育てる公共交通プロジェクト 

地域の実情を熟知している地域住民が主体と

なって公共交通を「守り・育てる」ことができ

るよう、地域協働の取り組みを支援します。 

市
民
が
日
常
生
活
を
営
む
上
で
支
障
な
く
移
動
手
段
が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。 

将来像 
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５．目標達成に向けて実施するプロジェクト 

５-１ プロジェクト①「交通網整理・見直し推進プロジェクト」 

 

 施策①-１：生活バス路線の維持 

市内を運行する生活バス路線は、自家用車による移動が主になっていることや新型コロナウイ

ルス感染症の拡大により、多くの路線で利用者の減少が著しく、バス事業者の経営状況は厳しい

ものとなっています。これまで地域間幹線系統確保維持補助金や生活バス路線維持費等補助金な

どによるバス事業者への補助を行ってきましたが、今後も国や県の補助制度を活用しながら支援

を継続し、生活バス路線の維持を図ります。 

路線バスの運行にあたっては、これまでも利用状況などに合わせたダイヤの調整を行ってきて

おり、今後も実態に即した効率的な運行に努めます。また、公共施設整備状況等を踏まえた運行

ルートの見直しや、交通結節点の利便性向上などについて検討するため、バス事業者や関係団体

との協議を行います。 

 

 

 

 

 

  

 

≪現在の路線バス網イメージ図≫ 
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 施策①-２：地域内交通の整理・見直し 

生活バス路線の維持・確保と同時に、より地域に密着した交通手段である地域内交通を確保し

ていくことも重要であることから、以下のとおり取り組みます。 

 

（１）市内中心部を運行する横手市循環バスは、横手バスターミナルを起終点として病院やスーパ

ーなどの主要な施設に行くことが可能ですが、１周するのに１時間４０分を要するため乗りた

い時間に乗ることができないなど、改善を望む声が多い路線です。循環バスが市民の移動ニー

ズに合ったより利便性の高い交通手段となるよう、周回方向など運行パターンの見直しを検討

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市内全域（中心部バスゾーン）を運行する横手デマンド交通は、多くの方に身近な交通手段

として利用いただいており、今後も継続してほしいという声を多くいただいています。制度と

しては、循環バスが運行している中心部バスゾーンはデマンドでの乗り入れができないことや、

乗り換えポイントが限られていることなど、バス路線との役割分担を明確にしています。今後

も運行を維持するとともに、さらに利用しやすい運行内容を模索するため、事業者との協議を

継続します。 

 

 

（３）バス路線が廃止された地域の代替交通として乗合タクシーやコミュニティバスを運行してい

ますが、地域の高齢化や他の交通手段での移動などにより、代替交通の利用者は減少していま

す。地域内の移動手段として実態に即したものとなるよう、利用状況に応じて運行内容の整理・

見直しを検討します。 

 

 

 

 

 

≪想定される見直しイメージ≫ 
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 事業の実施スケジュール及び実施主体 

 R6(2024) 

年度 

R7(2025) 

年度 

R8(2026) 

年度 

R9(2027) 

年度 

R10(2028) 

年度 

施策①-１：生活バス路線の維持 

実施 

スケジュール 

 

 

 

  

実施主体 交通事業者、横手市 

施策①-２：地域内交通の整理・見直し 

実施 

スケジュール 
 

  
  

実施主体 横手市、交通事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協議・検討・調整 実施 

協議・検討・調整 実施 

実施 

（既存事業） 

（新たな取り組み） 
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５-２ プロジェクト②「情報入手環境向上プロジェクト」 

 

 施策②-１：ICTを活用した利便性向上の検討 

公共交通の運行ルートやダイヤ、運賃などのサービスに関する情報は、バス事業者や自治体が

オープンデータとして公表している「GTFS-JP」により、Googleマップや NAVITIME 等のコンテン

ツプロバイダーが提供する経路検索サービスで入手することが可能です。 

一方で、路線バスは道路状況などにより時刻表どおりの運行ができない場合があり、特に冬期

間は積雪により遅れが生じることがあります。現在一部の路線では「バスがどこにいるのか」を

スマートフォン上で確認することができるバスロケーションシステムが導入されています。利用

者の不安を解消するため、バスロケーションシステムの他路線への拡大の可能性を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜参考＞ 

●オープンデータによる        ●バス予報（岩手県交通、岩手県北上市） 

経路検索サービスの例（NAVITIME） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●知らせてビューア（羽後交通） 

 

スマホの位置情報と 

連携した 

最寄りバス停の検索 

  

 

バスの現在地と 

運行経路の確認 

 

バス停の位置や 

時刻表の確認 
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施策②-２：スマートフォンアプリ等と連携した公共交通情報の入手環境整備 

本市では多様な公共交通が運行されており、一度に複数の公共交通の情報を入手することが難

しい状況にあります。 

横手市を中心とした県南地域のローカルメディア「MINEBA（ミネバ）」では、アプリ等を通じて

イベントや行政からのお知らせなどの最新情報が提供されています。また、本市では公共施設や

病院等に情報発信システム「よこてれび」を設置し行政情報を発信しています。これらの既存の

システムを活用しながら、公共交通の情報をいつでも簡単に入手できる環境整備に向け、有効な

情報発信の方法を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜参考＞横手市推奨アプリ「MINEBA（ミネバ）」 

新たに「公共交通」 

タブを導入 

リアルタイムな情報や 

新着情報の発信 
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 R6(2024) 

年度 

R7(2025) 

年度 

R8(2026) 

年度 

R9(2027) 

年度 

R10(2028) 

年度 

施策②-１： ICTを活用した利便性向上の検討 

実施 

スケジュール 
   

 

 

実施主体 交通事業者、横手市 

施策②-２：スマートフォンアプリ等と連携した公共交通情報の入手環境整備 

実施 

スケジュール 

 
 

 
  

実施主体 横手市、交通事業者 

 

協議・検討・調整 

実施 

協議・検討・

調整 
実施 
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５-３ プロジェクト③「地域が守り・育てる公共交通プロジェクト」 

 

 施策③-１：地区交流センター事業との連携による多様な取り組みのサポート 

本市は、28 の地区交流センターを設置しており、そのうち 22 のセンターは自主運営組織によ

り運営されています。自主運営組織は、地域づくり等に関心がある地域の方々で構成されており、

その活動を地区交流センター長や事務職員がサポートしています。地域のことを地域で考え、課

題解決に取り組む持続可能な地域づくりが求められており、暮らしの足・おでかけの足も地域課

題の一例です。 

地域が主体となり、「守り・育てる」取り組みとして、地域住民への周知や PR、その地域を運

行する路線について行政・事業者とともに考えること、地域が主体となって運行する公共交通の

実施など様々なかたちがありますが、地域の積極的な取り組みに対し適切な支援を実施し、地域

が守り・育てる公共交通の取り組みをサポートしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

 ●横手市地区交流センターの事業 
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 施策③-２：地域が主体となった運行の検討支援 

地域が主体となった取り組みの一例として、増田地域の狙半内地区において「狙半内共助運営

体」による自家用有償旅客運送「上畑線」が運行されています。 

それぞれの地域の公共交通に対する関心の度合いや機運の高まりなど、地域ごとの実情に応じ

て、専門的知識を踏まえたアドバイスなどにより、地域が取り組みやすい環境となるよう検討段

階から支援を行います。 

   また、国が導入検討を進めようとしているライドシェアについても、地域での取り組みの一例

として、国や他自治体の動きを注視しながら、導入の可能性について調査・研究を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

 ●横手市における地域主体の運行の例（上畑線） 

 

 

≪地域主体で運行する公共交通の流れ（例）≫ 
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 R6(2024) 

年度 

R7(2025) 

年度 

R8(2026) 

年度 

R9(2027) 

年度 

R10(2028) 

年度 

施策③-１：地区交流センター事業との連携による多様な取り組みのサポート 

実施 

スケジュール 

 
 

 

  

実施主体 地域住民、横手市、交通事業者 

施策③-２：地域が主体となった運行の検討支援 

実施 

スケジュール 
 

 
   

実施主体 地域住民、横手市、交通事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施 

実施 
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５-４ プロジェクト④「公共交通利用促進プロジェクト」 

 

 施策④-１：地域公共交通を利用してもらうきっかけづくり 

本市を運行する公共交通と、観光施設や飲食店などのサービスを組み合わせた企画乗車券の販

売など、日常使い以外でも公共交通を利用するきっかけとなるような取り組みを検討します。 

また、バス事業者と市内の一部スーパーが連携した取り組みとして、循環バスを利用して店舗

を訪れた買い物客に対し、買上金額に応じて循環バスの乗車券を配布している事例があります。

商業施設等との連携によるこのような取り組みの拡大について検討し、公共交通の利用につなげ

ます。 

 

 

 

  

＜参考＞ 

 ●企画乗車券の事例 

（会津バス、会津若松市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（天然温泉日帰り乗車券・バスパック乗車券、羽後交通） 
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 施策④-２：JR北上線の利用促進 

JR北上線は本市と岩手県北上市を結ぶ路線で、通勤・通学や観光など、さまざまな目的で利用

されており、大正 9（1920）年に横手～相野々間が開業して以来、長きにわたり沿線地域の皆様

をはじめ多くの方に親しまれてきました。北上駅では東北新幹線と接続しており、首都圏への移

動において重要な役割を担っています。 

JR北上線の沿線自治体（岩手県北上市・西和賀町、本市）、JR 東日本、観光団体等により構成

される「JR 北上線利用促進協議会（事務局：西和賀町）」では、北上線の利用促進に取り組んで

います。今後も沿線自治体、JR東日本をはじめ関係機関と連携し、利用促進につながる取り組み

を検討・実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

   

＜参考＞ 

 ●JR北上線利用促進協議会のこれまでの取り組み例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀北上線御朱印めぐり 

横手～相野々間の開業 100 周年を記念した取

り組みとして実施。 

 北上線沿線の神社・寺院において乗車券を提

示すると、御朱印とオリジナルスタンプを押印。 

▲通勤定期券購入促進事業 

 社員や職員の通勤手段として、北上線を一区

間でも含む通勤定期券を新規で購入した企業・

団体について、列車内の広告スペースで PR。 

◀月極駐車場料助成事業 

 北上線を一区間でも含む 3 か月以上の通勤定

期券を、新規で購入して北上線通勤を始める方

の月極駐車場料金を助成。 
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施策④-３：運転免許証自主返納者や高齢者への支援 

本市では、運転免許証を自主返納した方を対象に、路線バスや循環バス、タクシー等で利用で

きる公共交通利用回数券を申請により交付しています。また、65歳以上の方が運転経歴証明書を

取得すると、タクシー運賃の割引などの支援を受けることができます。このほか、自家用車を持

たない高齢者への支援として、75歳以上の方に市内公共交通で利用できる交通助成券を申請によ

り交付しています。 

今後も、福祉分野などと連携し、自家用車や運転免許の保有状況の変化などによる移動の不安

を解消するため、これらの支援を継続して実施していくとともに、警察と協力しながら支援制度

の周知に努めます。 

 

 

 

＜参考＞ 

 ●運転免許証自主返納サポート事業（横手市地域公共交通活性化協議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●運転経歴証明書の提示により受けられるサービス 

・タクシー料金 10％割引（県内タクシー会社） 

・回数券の割引販売（秋田中央交通、羽後交通、秋北バス） 

・羽後交通の路線バス全線（駒ヶ岳線・八幡平線・高速バスを除く）が乗り降り自

由の定期券販売（羽後交通） 

・「運転免許返納高齢者サービス店」での料金割引等のサービス（県内登録店舗） 
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 R6(2024) 

年度 

R7(2025) 

年度 

R8(2026) 

年度 

R9(2027) 

年度 

R10(2028) 

年度 

施策④-１：地域公共交通を利用してもらうきっかけづくり 

実施 

スケジュール 
  

 

  

実施主体 交通事業者、横手市 

施策④-２：JR北上線の利用促進 

実施 

スケジュール 

 
    

実施主体 JR北上線利用促進協議会（沿線自治体、JR東日本など関係機関） 

施策④-３：運転免許証自主返納者や高齢者への支援 

実施 

スケジュール 

 
    

実施主体 横手市、交通事業者、横手警察署 

 

 

  

実施 

実施 

実施 

協議・検討・調整 
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６．実施するプロジェクトの数値目標 

６-１ プロジェクトの数値目標の設定 

 

 本計画の達成状況を評価するための評価指標と数値目標を次の通り設定します。 

基本目標 プロジェクト 評価指標 
現状値 

（R4（2022）年度） 

目標値 

（R10（2028）年度） 

日
常
の
移
動
手
段
と
し
て
選
ば
れ
る
地
域
公
共
交
通 

プロジェクト① 

交通網整理・見直し 

プロジェクト 

民間路線バスの 

年間利用者数 
347,443人 211,997人 

循環バスの 

年間利用者数 
41,505 人 30,288 人 

デマンド交通の 

年間利用者数 
34,874 人 30,647 人 

プロジェクト② 

情報入手環境向上 

プロジェクト 

バスロケーション 

システムの導入路線数 
2路線 10路線 

MINEBA に掲載する 

交通モードの数 
－ 9種類 

多
様
な
主
体
と
創
り
上
げ
る 

持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通 

プロジェクト③ 

地域が守り・育てる 

公共交通プロジェクト 

地区交流センター事業

における公共交通に 

関する取り組み件数 

－ 

10件 

（計画期間中の 

延べ件数） 

地域が主体となった 

公共交通の運行数 
1件 2件 

プロジェクト④ 

公共交通利用促進 

プロジェクト 

企画乗車券の 

取り組み件数 
3件 

7件 

（計画期間中の 

延べ件数） 

運転免許証返納者数に

占める公共交通利用回

数券の申請者数の割合 

87.6％ 100％ 

総合評価 

「公共交通機関の 

利便性の向上」に対す

る市民満足度 

3.56 

ポイント 

4.50 

ポイント 
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６-２ プロジェクトの数値目標の設定理由 

 

基本目標① 日常の移動手段として選ばれる地域公共交通 

プロジェクト① 交通網整理・見直しプロジェクト 

 

≪評価指標≫ 民間路線バスの年間利用者数 

       循環バスの年間利用者数 

       デマンド交通の年間利用者数 

これまでの利用状況を見ると利用者数は減少傾向が続いており、今後もこの傾向は続いていくこ

とが予想されるため、減少幅を小さくしていくことを目標とします。 

民間路線バスと横手デマンド交通は、前の年における過去 5 年間の前年度比平均値に 1.0％を加

算した数値で推計します。循環バスは、コロナ禍だけでなく大雪による運休の影響もあり過去 5年

間の変動が大きかったため、5年前の H30（2018）年度と比較した割合（91.4％）に 1.0％ずつ加算

した数値で推計します。 
 

 

 

プロジェクト② 情報入手環境向上プロジェクト 

 

≪評価指標≫ バスロケーションシステムの導入路線数 

横手市循環バス、高速バス湯沢秋田線に導入されているバスロケーションシステムについて、路

線の利用状況などを鑑みながら、計画期間中に 10 路線への導入を目指します。 
 

≪評価指標≫ MINEBAに掲載する交通モードの数 

 本計画 P.5「1-5 計画の対象となる交通モード」に記載の 9 種類の交通モード（鉄道、高速バ

ス、路線バス、横手市循環バス、横手デマンド交通、路線廃止代替乗合タクシー、コミュニティバ

ス、自家用有償旅客運送、タクシー）すべての情報を MINEBA に掲載することを目標とします。 
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基本目標② 多様な主体と創り上げる持続可能な地域公共交通 

プロジェクト③ 地域が守り・育てる公共交通プロジェクト 

 

≪評価指標≫ 地区交流センター事業における公共交通に関する取り組み件数 

 本市には、28の地区交流センター事業があります。地域別意見交換会では、各会場から地域での

様々な取り組みの可能性が出てきていることから、1年間に 2件ずつを目標とします。 

 ※この指標でいう「取り組み」は、地域で公共交通に関する勉強会を開く、公共交通に実際に乗

って体験してみる事業を行うなど、地域において公共交通について考える機会を創出する取り

組み全般を指します。 
 

≪評価指標≫ 地域が主体となった公共交通の運行数 

本市には、自主運営組織が運行する自家用有償運送「上畑線」が運行していますが、実験的な取

り組みから実装するまでに約 5 年を要していることから、1 件の取り組みを実装させることを目標

とします。 

※あくまで導入すること自体は目的ではなく、地域の実情や取り組みの中で実装させる可能性が

ある場合に実施することから、「評価指標：地区交流センター事業における公共交通に関する

取り組み件数」と併せて支援していきます。 
 

 

 

プロジェクト④ 公共交通利用促進プロジェクト 

 

≪評価指標≫ 企画乗車券の取り組み件数 

 バス事業者による企画乗車券の取り組みを継続しながら、新しいメニューや他交通モードへの拡

大に向けた検討・調整を行い、計画期間中に 7件の取り組みの実施を目標とします。 
 

≪評価指標≫運転免許証返納者数に占める公共交通利用回数券の申請者数の割合 

運転免許証返納後の移動の一助として多くの方に回数券をご利用いただくため、制度周知を徹底

し令和 10（2028）年度までに申請者数の割合を 100％とすることを目標とします。 
 

 

 

 

 

総合評価 

≪評価指標≫ 「公共交通機関の利便性の向上」に対する市民満足度 

 本市が毎年実施している「横手市まちづくりアンケート」では、各項目の満足度を「6．非常に満

足」から「1．非常に不満」の 6段階で評価しており、その平均値が満足度の数値です。「公共交通

機関の利便性の向上」については、調査年度によって変動がありますが、施策の推進による市民満

足度の向上を目指し、満足度 4.50ポイントを目標とします。 
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７．計画の推進体制 

７-１ 計画の推進体制 

計画の実行にあたっては、横手市地域公共交通活性化協議会を構成するすべての関係者（市民、

交通事業者、行政など）が連携・協働し、一体となって総合的に取り組んでいくことが重要である

ため、以下のような役割分担を行いながら、プロジェクトを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 役割 

横手市 

（横手市地域公共交通 

活性化協議会） 

・PDCAサイクルによる進行管理 

・公共交通の運行内容に関する評価 

・地域や公共交通の現状、課題などの検証 

・公共交通の運営 

・市民ニーズの把握、検証 

・公共交通に関する情報の積極的発信・共有 

・財政支援（補助金など） 

・利用促進 PR、意識啓発 など 

交通事業者 ・交通サービスの提供 

・実施事業への協力 

・利用促進に向けた取り組み 

市民 ・公共交通を支える意識の醸成 

・公共交通の積極的利用 

・公共交通の利用に向けた地域による協力活動 

 

 

交通事業者 市民 

横手市 

 （横手市地域公共交通 

活性化協議会） 
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７-２ PDCAサイクルによる評価 

本計画は、計画策定（Plan）、施策・事業の実施（Do）、モニタリング・評価（Check）、見直し・改

善（Action）を繰り返す PDCA サイクルの考え方により推進していきます。 

毎年度の施策・事業の実施に係る短期の PDCA サイクルと、計画目標年度である令和 10(2028)年

までを通して長期的な PDCAサイクルにより、計画の推進及び進行管理を行います。 

 

年度 
令和 6 

(2024)年 

令和 7 

(2025)年 

令和 8 

(2026)年 

令和 9 

(2027)年 

令和 10 

(2028)年 

施策・事業

の実施 
 

 
 

  

施策・事業

の評価 
 

 
 

  

プロジェク

トの評価指

標の評価 

 

 

 

  

計画の見直

し検討・改定 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

A・P 

KPIの 

評価 

KPIの 

評価 

KPIの 

評価 

計画の 

評価 

A・P C A・P C A・P C 

実施（D） 実施（D） 実施（D） 実施（D） 実施（D） 

必要に応じた計画の変更・評価指標の修正 次期計画の検討 

C 




